
約
57

°
約

46
°

建
築
基
準
法
の
階
段
に
係
る
基
準
に
つ
い
て

現
行
の
階
段
の
基
準

⑤
幅

75
cm

以
上

け
あ
げ

23
cm

以
下

踏
面

15
cm

以
上

④
幅

75
cm

以
上

け
あ
げ

22
cm

以
下

踏
面

21
cm

以
上

③
幅

12
0c

m
以
上

け
あ
げ

20
cm

以
下

踏
面

24
cm

以
上

②
中
学
校

等
※

③
直
上
階

の
居
室
が

20
0㎡

超
の
地
上
階

※

④
そ
れ
以

外
の
用
途
（
今
回
要
望
の
「
寄
宿
舎
」
も
該
当
）

※

⑤
住
宅
（
共
同
住
宅
の
共
用
部
以
外
）

約
40

°
約

35
°

①
小
学
校

約
32

°

検
討
す
る
合
理
化
の
案

【
小
学
校
の

階
段
基
準
の
合
理
化
の
検
討
の
概
要
】

蹴
上

げ
：
○

cm
以

下
踏

面
：
○

cm
以

上
幅

：
75

cm
以

上

両
側

手
す
り
、
滑

り
止

め

基
準

を
合
理
化
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
技
術
的
な
検
討
を
行
い
、
代
替
措
置
等
に
よ
っ
て
安
全
性
を
十
分
確
か
め
る

必
要

が
あ
る
。

前
回

実
施
し
た
小
学
校
の
階
段
の
基
準
の
合
理
化
措
置
と
同
様
に
以
下
の
調
査
・
実
験
を
予
定
し
て
い
る
。

①
既

存
の
住
宅
の
階
段
寸
法
の
実
態
が

ど
の
程

度
で
あ
る
か
、
住
宅
の
規
模
は
ど
の
程

度
か
、
調
査
を
実
施

②
現

状
、
片
側
手
す
り
を
設
置
す
る
必
要
の
あ
る
と
こ
ろ
を
両
側
手
す
り
と
し
、
さ
ら
に
す
べ
り
止
め
等
の
安
全
措
置
を

講
ず
る
こ
と
で
、
階
段

基
準
を
合
理
化
で
き
る
か
ど
う
か
、
実
験
や
現
場
調
査
を
実
施

以
上

の
技
術
的
検
証
を
も
と
に
、
一

定
の

要
件
（規

模
や

追
加
の
安

全
措
置
等
）を

満
た
し
た
階
段
に
お
い
て
は
基
準
の

代
替

措
置

が
で
き
る
よ
う
告
示
改
正
を
検
討
。

＋

一
定

の
規

模
以

下

※
階

段
の

傾
斜

は
現

行
基

準
内

で
最
も
勾
配
の

急
な
状
態
を
表

し
て
い
る
。

一
定
の
要
件

代
替
基
準

小
学
校

の
階

段
の

基
準

に
つ
い
て
は

、
昨

今
、
中

学
校

を
小

中
一

貫
教

育
を
行
う
義

務
教

育
学

校
に
用

途
変

更
す
る
等

の
需

要
の

高
ま
り
を
受

け
、

そ
の
対
応

を
容

易
に
す
る
た
め
、
下

記
の

調
査

・
実

験
を
用

い
て
安

全
性

等
を
検
証

し
、
合

理
化

の
措

置
を
実

施
し
た
。

①
幅

14
0c

m
以

上
け
あ
げ

16
cm

以
下

踏
面

26
cm

以
上

②
幅

14
0c

m
以
上

け
あ
げ

18
cm

以
下

踏
面

26
cm

以
上

※
上

記
の

用
途

や
規
模

の
詳
細

は
下
記
の
と
お
り

②
中

学
校
、
高

等
学

校
物

品
販

売
業
で

15
00

㎡
超
、
劇
場
、
映
画
館
、
演
劇

上
、
観

覧
場

、
公

会
堂

、
集

会
場

③
直

上
階

の
居

室
が

20
0㎡

超
の

地
上
階
、

10
0㎡

超
の
地
階
又
は
地
下
工
作
物

内
④

そ
れ
以

外
の

用
途

（
共

同
住
宅
の
共
用
部
、
寄
宿
舎
、
下
宿
、
老
人
ホ
ー
ム
、
大

学
、
図

書
館

、
博

物
館

、
病

院
、
診

療
所

、
ホ
テ
ル
、
旅

館
、
体

育
館

、
遊
技
場
、
倉
庫
、
自
動
車
車
庫
、
事
務
所

等
）
で
、
直
上

階
の

居
室

が
20

0㎡
以

下
の

地
上

階
、
百

貨
店

、
マ
ー
ケ
ッ
ト
等

の
物

品
販

売
店
で

15
00

㎡
以
下
の
も
の

手
す
り
・
滑

り
止

め
等
の

安
全

上
の

措
置

を
講

ず
る
こ
と
で
、
け
あ
げ
を

中
学
校
等

と
同

等
に
で
き
る
よ
う
、
代

替
措

置
を
告

示
で
制

定
。

（
平
成

２
６
年

告
示

）

最
近
の
合
理
化
事
例

・
小
学
校

の
階

段
の

事
故

事
例

調
査

、
小

学
校

に
お
け
る
観

察
調

査

・
実
際
の

小
学

生
約

３
０
人

を
被

験
者

、
そ
の

親
族

等
を
観

察
者

と
し
、

け
あ
げ
や

踏
面

の
寸

法
、
手

す
り
・
滑

り
止

め
の

措
置

の
異

な
る
数

種
類
の
階

段
の

安
全

性
を
評

価
す
る
昇

降
実

験
を
実

施
。

小
学
校
に
お
け
る
観
察
調
査

階
段
の
昇
降
実
験

蹴 上 げ

踏
面

階
段
の

基
準
は
、
利
用
す
る
者

の
属

性
、
一

斉
に
多

数
の

者
に
利
用
さ
れ
る
の
か
等

の
利
用

の
形
態
を
ふ
ま
え
、

定
め
て
い
る
。
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